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聖籠町児童遊園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここに

公布する。 

令和２年３月１３日 

聖籠町長  西 脇 道 夫 

聖籠町条例第１２号 

聖籠町児童遊園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

聖籠町児童遊園の設置及び管理に関する条例（昭和５４年聖籠町条例第５号）

の一部を次のように改正する。 

第２条の表中 

「 

次第浜第三児

童遊園 

 聖籠町大字次第浜４１６

４番地４７９ 

蓮野児童遊園  聖籠町大字蓮野１９１０

番地４ 

八幡児童遊園  聖籠町大字蓮野１３３７

番地８ 

」を 

「 

次第浜第三児童遊園 聖籠町大字次第浜４１６４番地４７９ 

八幡児童遊園 聖籠町大字蓮野１３３７番地８ 

」 

に改める。 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 


